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令和５年度「青少年の非行・被害防止全国強調月間」取組結果 

都道府県名 佐賀県 青少年行政主管課（室）名 こども未来課 

最重点・重点課題 取組内容 備考 

最重点課題 

こどものイン

ターネット利

用におけるこ

どもの犯罪被

害等の防止 

○広報啓発 

市 HP、保護者向け啓発メールの送信（佐賀市） 

市 HP 及び防災情報、緊急情報や学校情報などを即時にメールで知らせる

サービスである「さがんメール」を活用して市内小中学校保護者に対し、

「ゲームやインターネット等利用時の保護者の役割について」と題し、フィルタ

リングの活用や家庭での使用ルールの確認など保護者の役割について一斉配

信した。 

○広報啓発 

市広報、各コミュニティセンター館報による広報（伊万里市） 

「ペアレンタルコントロール等によるインターネット利用に係る子供の犯

罪被害等の防止」の推進について記載 

○広報啓発 

「こども安全安心まちづくりアピール集会」で採択したアピール文を

ポスターにして、各小中学校、自治公民館等に配付（神埼市） 

○広報啓発 

 警察だよりによる広報（県警） 

夏休みにおける少年の非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化 
○会議・研修会 

牛津情報モラル教室（小城市） 
○会議・研修会等 

 地区懇談会の実施（神埼市） 

 ネット利用の現状報告及び注意事項について説明 

○会議・研修会等 

「被害者にも加害者にもさせないために子どもを守る大人の役割と

は」と題して、インターネットトラブルの例とこどもとの向き合い方

についての研修（基山町） 
○会議・研修会等 

地区懇談会の実施（上峰町） 
○会議・研修会等 

 要保護児童対策地域協議会の実施（有田町） 

 ＳＮＳを使った犯罪についての研修 

○会議・研修会等 

 BG 塾（サマースクール）内で、ユーチューブによるインターネット安

全教室を行った（太良町） 
○会議・研修会 

 県児童生徒非行及び犯罪被害等防止連絡会の実施（県教育委員会） 

 非行及び犯罪被害等の現状及び防止に関する各課の取組等についての

情報交換の中で、インターネット利用におけるこどもの犯罪被害等の

防止について説明 

○保護者・青少年への防犯教室等 

 小・中・高校において、サイバー犯罪等被害防止講話を実施（県警） 

○立入り・実態調査 

インターネット見守り活動 子ども・若者支援専門官による Instagram 等におけ

る不適切な書き込み等の見守り活動を試行的に実施（佐賀市） 

 

重点課題１ 

有害環境への

適切な対応 

〇大会実施（唐津市、嬉野市、有田町、社会を明るくする運動） 

○広報啓発（伊万里市、市広報・各コミュニティセンター館報への掲載）

【再掲】 
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 ○広報啓発（県教育委員会、各学校への啓発依頼） 

○会議・研修会等（みやき町、青少年健全育成指導員会議） 

○会議・研修会等（県教育委員会、県児童生徒非行及び犯罪被害等防止連絡

会）【再掲】 

○会議・研修会等（県警、少年指導委員研修会）【再掲】 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等（〇〇市、内容） 

○立ち入り・実態調査（唐津市、上峰町、みやき町、有田町、防犯・巡回パ

トロール） 
 

重点課題２ 

薬物乱用対策

の推進 

 

○広報啓発（伊万里市、市広報・各コミュニティセンター館報への掲載）

【再掲】 

○広報啓発（佐賀市、唐津市、嬉野市、県、啓発ポスターの掲示） 

○広報啓発（唐津市、県、募金箱設置） 

○広報啓発（唐津市、県、ヤングキャンペーンの実施） 

○広報啓発（神埼市、ポスターを各小中学校、自治公民館等に配付）【再

掲】 

○広報啓発（県教育委員会、各学校への啓発依頼）【再掲】 

○広報啓発（県警、警察だよりによる広報）【再掲】 

○会議・研修会等（県警、少年指導委員研修会）【再掲】 

○会議・研修会等（県教育委員会、県児童生徒非行及び犯罪被害等防止連絡

会）【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（県、薬物乱用防止教室） 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、薬物乱用防止講話） 

 

重点課題３ 

不良行為及び

初 発 型 非 行

（犯罪）等の

防止 

〇大会実施（白石町【以下再掲】嬉野市、有田町、社会を明るくする運動） 

○広報啓発（佐賀市、「“子どもへのまなざし”街頭活動」） 

○広報啓発（伊万里市、市広報・各コミュニティセンター館報への掲載）

【再掲】 

○広報啓発（鳥栖市、市内商業施設にて啓発グッズを配布） 

○広報啓発（鳥栖市、のぼり旗の設置） 

○広報啓発（小城市、夏季巡回広報） 

○広報啓発（鳥栖市、玄海町、懸垂幕の掲出） 

○広報啓発（玄海町、「夏休みの生活指針」の作成・配布） 

○広報啓発（白石町、子ども 110 番の家プレート配布） 
○広報啓発（県教育委員会、各学校への啓発依頼）【再掲】 

○広報啓発（県警、警察だよりによる広報）【再掲】 

〇会議・研修会等（佐賀市、学校との連絡会） 

○会議・研修会等（佐賀市、情報交換会） 

○会議・研修会等（佐賀市、教育関係者等連絡調整会議） 

○会議・研修会等（佐賀市、児童福祉部会研修会） 

○会議・研修会等（佐賀市、生徒指導協議会） 

○会議・研修会等（佐賀市、アミューズメント施設等に係る青少年非行防止

対策協議会） 

○会議・研修会等（佐賀市、学校問題解決サポート事業実務者会議） 

○会議・研修会等（唐津市、定例地域指導員会） 

○会議・研修会等（唐津市、中学校・警察署との連絡会） 

○会議・研修会等（唐津市、小学校評議委員会） 

○会議・研修会等（県教育委員会、県児童生徒非行及び犯罪被害等防止連絡

会）【再掲】 

〇保護者・青少年向けの防犯教室等（小城市、保護者との懇談会） 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、防犯講話） 

○補導活動（唐津市、定期的な合同街頭補導活動） 
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○補導活動（唐津市、吉野ヶ里町、登下校時の見守り活動） 

○補導活動（武雄市、嬉野市、神埼市、基山町、県警【以下再掲】唐津市、

上峰町、みやき町、有田町、防犯パトロール） 

○補導活動（唐津市、各地区祭礼時における巡回） 

○補導活動（武雄市、小城市、玄海町、夏休み街頭巡回指導） 

○補導活動（武雄市、吉野ヶ里町、子ども 110 番の家のぼり旗・ステッカー

の点検及び交換） 

○補導活動（小城市、夜間巡回） 

 

重点課題４ 

再非行(犯罪)

の防止 

 

○大会実施（多久市、鹿島市 【以下再掲】唐津市、嬉野市、有田町、白石

町、社会を明るくする運動） 

○広報啓発（唐津市、鹿島市、玄海町、広報誌への掲載） 

○広報啓発（伊万里市、市広報・各コミュニティセンター館報への掲載）

【再掲】 

○広報啓発（多久市、学校・企業訪問） 

○広報啓発（多久市、玄海町、横断幕・のぼり旗の設置） 

○広報啓発（鹿島市、うちわの配付） 

○広報啓発（県教育委員会、各学校への啓発依頼）【再掲】 

○会議・研修会等（佐賀市、学校問題解決サポート事業実務者会議） 

○会議・研修会等（県教育委員会、県児童生徒非行及び犯罪被害等防止連絡

会）【再掲】 

○会議・研修会等（県警、少年指導委員研修会）【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（佐賀市、専任補導員、少年育成委員街頭

巡回指導）【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（唐津市、武雄市、上峰町、青色防犯パト

ロール車による街頭補導活動）【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（武雄市、夏休み街頭巡回指導）【再掲】 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、居場所づくり活動） 

〇青少年センター※1 設置数  6 施設 

 少年補導委員  人数   648 名 

 主な活動（不良行為少年等の早期発見・早期措置、少年及び保護者に対す

る相談活動の強化、少年を取り巻く環境の浄化など） 

 

重点課題５ 

重大ないじめ ・暴力

行為等の問題

行動への対応 

○大会実施（唐津市、嬉野市、有田町、白石町、社会を明るくする運動）

【再掲】 

○広報啓発（佐賀市、青少年センター相談窓口周知カードの配布・設置） 

○広報啓発（唐津市、中学校へのスクールサポーターの配置） 

○広報啓発（伊万里市、市広報・各コミュニティセンター館報への掲載）

【再掲】 

○広報啓発（嬉野市、啓発ポスターの掲示）【再掲】 

○広報啓発（嬉野市、懸垂幕の掲出） 

○広報啓発（嬉野市、相談窓口の広報） 

○広報啓発（県教育委員会、各学校への点検依頼） 

○広報啓発（県警、子ども新聞） 

○会議・研修会等（佐賀市、学校問題解決サポート事業実務者会議）【再

掲】 

○会議・研修会等（唐津市、いじめ問題対策委員会の開催 

○会議・研修会等（有田町、要保護児童対策地域協議会） 

○会議・研修会等（県警、いじめ対策講話） 

○保護者・青少年への防犯教室等（県警、スクールサポーターの運用） 

 

※1 青少年センターの具体的な名称は、青少年センターのほか、少年補導センター、青少年育成センター、

青少年指導センター、青少年補導センター、青少年相談センター、少年センターなど、地域の実情や主たる
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活動内容に応じ様々。（こちらは項目に沿った記載をお願いします。） 

 

※各区分に重複する取組内容については、【再掲】と標記 

※特に、最重点課題については記載漏れがないように願います。 

※各項目は必須ではありません。各自治体の実情に応じて推進した取組結果を記載してください。 

 


